
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

ごみの種類 廃棄物区分 具体例 処分方法 

可燃ごみ 

事業系 
一般廃棄物 

再資源化できない紙類、布類 
生ごみ、木くずや草・枝類 

自ら西部総合処理 
センターへ持ち込む
（要予約）か、 
西宮市一般廃棄物収
集運搬業許可業者へ
運搬を委託 

持ち込む場合（予約） 
ごみ電話受付センター 
📞0798-22-6600 

一般廃棄物収集運搬業許可業者の紹介 
にしのみや環境サポート協同組合 
📞0798-36-7806 木製製品 木製の机やいす、棚など 

資源化可能
な古紙類 ダンボール・チラシ・OA 用紙など 

汚れ等が付着してい
ないものは再資源化
する 

拠点回収の利用（上甲子園 5 丁目 5-3） 
現在契約している許可業者へ相談、また
は古紙等リサイクル業者へ引き渡す 
裏面の「古紙等リサイクル業者一覧」を
ご覧ください 

プラスチッ
ク製製品 

産業廃棄物 

使い捨てプラ製コップやプラ製食器、
ストロー、ペットボトルなど 

産業廃棄物として 
適正処理 

産業廃棄物収集運搬・処分業者の紹介 
一般社団兵庫県産業資源循環協会 
📞078-381-7464 

金属製食器
や容器など カンや焼き肉用の網など 

ガラス製品 ガラス製コップやビンなど 

金属製品・ 
複合製品 

金属製の棚やいす、プリンターなど複
合製品 

西宮市内の事業者の皆さまへ 

西 宮 市 で は 、 事 業 系 一 般 廃 棄 物 排 出 抑 制 の た め 、 
令和 7 年 1 月より、市総合処理センターへの再資源化可能な 
古紙類の搬入を規制します。ダンボールや紙箱、OA 用紙、 
機密文書、シュレッダー紙など、可能な限り再資源化して 
ください。 

皆さまのご理解とご協力をお願いします。 

紙類の再資源化事業者の一覧は裏面 

事業活動に伴い生じた廃棄物は、事業系廃棄物として適正に処理をお願いします。  
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、西宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例により、 

「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければ 
ならない。」と定めています。 

※適正処理の詳細はこちら
をご確認ください。  

事業系廃棄物とは、事業者の事業活動に伴い生じるごみのことです。生活に伴い 
生じるごみ（生活系廃棄物）以外が事業系廃棄物になります。事業系廃棄物は、 
産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分類されます。事業系一般廃棄物は、西宮市  
事業系指定ごみ袋を使用し、事業所名を記入し排出してください。事業系廃棄物を 
生活系ごみステーションに排出することはできません。 

事業系廃棄物とは 

 
事業系一般廃棄物の減量にご協力ください 

 



※現在、一般廃棄物収集運搬の委託契約をされている場合は、契約されている業者へ相談してください。 
「登録廃棄物再生事業者名簿」等からも紙を取り扱う事業者が検索できます。 

 
 

作成:事業系廃棄物対策課 📞0798-35-0185 

※一覧は事業者からの情報をそのまま掲載するため、市がその内容を保証するものではありません。 
事業者間でトラブルが発生しても、市は一切の責任を負わないことをご了承ください。 


